
原子力政策大綱決定にあたって 

 

平成 17 年 10 月 14 日 

 

 原子力政策大綱は、10 月 11 日に原子力委員会において決定され、14 日に閣議

決定されました。これまでの長期計画は閣議報告であったが、今回は政策大綱に

なったことで閣議決定され、原子力を推進する姿勢が一層明確になったものと受

け止めます。 

 

 電力総連は、原子力委員会・新計画策定会議に参画し、 

○ 我が国の脆弱なエネルギー供給構造や京都議定書を批准したことを踏まえる

と、エネルギー政策基本法の趣旨にある「安定供給の確保」「環境への適合」

そしてこれらを十分に考慮した「市場原理の活用」を達成させるためには、原

子力発電が基幹エネルギーとして、その役割を担わなければならない。 

○ 現在の１割にも満たないエネルギー自給率を高め、国際情勢に左右されにく

い強靭なエネルギー供給構造を構築するためにも、安全と安心を最優先とした

原子力発電の推進と国内完結型の核燃料サイクルの確立を目指す。 

○ 立地から廃棄物の処理・処分に至るまでの原子力利用に関し、自由化との両

立が図れる措置の具体化や国民の合意形成を含めて国があらゆる対策を講じ

る等の必要性がある。 

との基本認識の下、意見提起してまいりました。 

 

原子力政策大綱については、核燃料サイクルの是非を含めて論議するなど、総

合的に評価するプロセスのもとしっかりとした政策ができたものと評価していま

す。 

このことは、原子力政策に対する安定感・安心感・信頼感につながるもので、

国民に受け入れられるものと考えます。 

今後は、いかに国民の皆さんにご理解いただくかということが重要と考えます。 

 

電力総連は、数多くの組合員が原子力発電所や再処理工場など原子力職場で働

いており、日本のエネルギー政策の一翼を担っているということに自信と誇りを

持っています。 

私たちは今後も、安全確保を最優先に、さらに魅力ある職場、やりがいが持て

る職場になるよう取り組んでいきます。 

 

以上 


